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2019年度 事業報告書

2019年 4月 1日  か ら 2020年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人日本ハビタット協会

2015年 9月 に国連サミットにて「持続可能な開発のための 2030ア ジェンダ」が採択され、持続可能

な世界を実現するための 17の 目標と 169の ターグットからなる 「持続可能な開発目標 (SDGs:

Smtainable Development Gn10)」 が掲げられ、世界規模で取り組みが進んでいる。

当協会は、世界的な課題 となつている「持続可能な開発 目標 (SDGs)」 の達成に寄与するため、

企業や市民などさまざまなパー トナーと協力 し、国内外で持続可能なまちづくり事業を積極的に推

進 している。

当協会の大きな使命の 1つである国連ハビタットの活動の広報については、2020年 2月 に国連

ハビタット主催によリアプダビにて開催された World Urban Forum10に 出展し、国連ハビタット

が推進する住民主体のまちづくりの有効性と重要性について広報 した。

国際協力事業では、ケニアにおいて、2019年 8月 からЛCA草の根技術協力事業パー トナー型

に採択された衛生環境改善によるまちづくり事業 「スマイル トイレプロジェク ト」を開始 し、10

村 1,331世帯の トイレ改善を進めた。ラオスにおいては、環境教育システム構築事業を継続すると

ともに、第 9回大阪マラソンによる募金活動を実施 し学校の生活環境改善事業も行った

国内では、記録的な台風災害に対 して、被災地域のポランティアセンター等と協力し、被災状況

と被災者ニーズに適 した支援を行った。

1.事業の成果

A 国連人間居住計画 (ハ ビタット)の活動及び防 に関しての広報事業 (定款第 5条第 1項(1)の事

業)

講演会や国際協カイベン ト等において、国連ハビタット及び当協会の活動を広報しつつ、居住環

境の重要性についての一般市民の理解を深めるとともに、国際協力への参加を促 した。

● World Urban Fomm10に おける展示プース出展

2020年 2月 8日 ～13日 、アラブ首長国連邦アブダビにて、

国連ハビタット主催 「Wlond Urban Forum10」 が開催 された。

が参加 し、当協会の展示ブースを出展

した。国連ハビタットが目指す住民主体のまちづくりを広報す

るため、当協会がケニアで実施 している住民主導の衛生環境改

善 事 業 「スマ イル トイ レプ ロジ ェ ク ト」 の展 示 を行 っ た。      (展

事業を紹介するパネル、写真の他、日本国内で教育機関や市民講座でのワークショップとして

実施 している事業体験すごろくゲーム「スマイル トイレゲーム」を展示 した。また、株式会社

LIXILのプラスチック製便器 SATO Panの実物も展示 し、多くの来場者の関心を集めた。

イン ドの団体が主催するネットワーキングイベン トにおいて、先方の要望に応 じ、当協会の

が、 プロジェク トの紹介をしながら、デモンス トレーシ



ョンを行った。

当協会が、国際会議において、独自のブースを出展するのは

初めての試みであつたが、当協会が実施する住民主体の持続可能

なまちづくりの広報とともに、さまざまな政府機関、企業、団体

と情報交換する良い機会となった。本フォーラムの活動報告資料

として、スライ ド動画を作成し、当協会のホームページや SNS
で紹介 した。

● 国際協カイベント等における国連ハビタットと当協会の活動の展示等

2019年 9月 28～ 29日 、東京お台場にて開催された「グローバルフェスタ JAPAN2019」 に

参加 し、各支援事業の活動写真展示や広報物配布を行いながら、国連ハビタットや当協会の活

動を広報した。

● 国際協カイベント等におけるスマイル トイレグームの開催

当協会がケニアで実施している「スマイル トイレプロジェ

ク ト」への理解と関心を高めるため、事業体験すごろくゲー

ム「スマイル トイレグーム」を開発 し、2019年 11月 23日

に福岡で開催 された 「あすばる男女共同参画 フォーラム

2019」 、2020年 2月 3日 JICA横浜にて開催された「よこは

ま国際フォーラム 2020」 において実施 した。また、教育機関

でも、東京の青山学院大学や麗澤大学、和洋九段女子中学校

高等学校、順天高校のほか、札幌市立藻岩高校でも行われ、

各地に広がりを見せている。 (年間 11回 191名 )

● ハビタットや国際協力等への理解を深めるためのワークショップ

毎月 2回、千代田ボランティアセンターにおいて、空港に設置 してある募金箱に寄せられた

外貨コインを国別に仕分けするワークショップを開催 し、多くの市民や企業ボランティアの

方々に参加 していただいた。また、企業内のボランティア活動のほか、中学校の課外授業、学

童保育などの教育現場にも取 り入れられた。

(企業・学校 :10回 177名 /ボランティアデー :22回 249名 )

● 講演会等で国連ハビタット及び当協会の活動を広報

が、全国各地で開催された講演会において、国連ハビタット及

び当協会の活動について、資料配布 しつつ積極的な広報活動を行った。

(講演回数 :5回/出席者総数 800名 )。

● ニュースレター等の作成及び配布等

当協会の支援事業や各活動に関する情報を広報するため、会報「まちづくり通信」を 2回発

行 した。「スマイル トイレプロジェク ト」やラオスでの環境保全事業の進捗状況とともに、現

地の人々の声を多く伝えることで、支援を呼びかけた。 (ま ちづくり通信発行月 :7月 、1月 )

● 当協会ホームページ及び SNS等による広報活動

当協会のホームページを定期的に更新 し、プロジェク トの進捗状況報告及びイベン トの開催

告知などを行った。特に、大阪マラソンについては、ホームページや SNSを通じて、チャリ

ティランナーの募集を行 うとともに、大阪マラソン当日までのチャリティランナーの練習風景

やラオス国内でのハーフマラソン活動等を紹介 し、寄付者やチャリティランナーとラオスの



人々との交流を深めた。 (ホームページアクセス数 :年間 45,543件 /Facebookフォロワー数

167名 )

B. 開発 途上国の 全及び改善事業 (定款第 6 条 1項②の事業)

● ケニアにおける衛生環境改善によるまちづくり事業 (SDG8目 標 6:すべての人々に水と衛生

へのアクセスと持続可能な管理を確保する)

(事業の経緯)

持続可能な開発 目標 (SDGs)の第 6の 目標 として、「すべての人々に水と衛生へのアクセス

と持続可能な管理を確保する」が掲げられ、「水と衛生 (ト イレ)へのアクセス」が重要な課題

として取 り上げられている。

また、清潔な トイレは、「貧困の削減」(SDGs目 標 1:貧困をなくそう)、
「全ての人の健康」

(SDGs目標 3:すべての人に健康と福祉を)、
「教育機会の提供」 (SDGs目標 4:質の高い教

育をみんなに)、
「ジェンダー平等」(SDGs:目標 5:ジェンダー平等を実現しよう)につなが

る「まちづくりの特効薬」であるとの考えから、当協会は、2016年からケニア西部のホーマ

ベイ県カボンド地区において、 トイレ環境に問題が多いアフリカ・ケニアにおいて トイレ建設

によるより良いまちづくり事業 「スマイル トイレプロジェク ト」を進めている。

2018年度の事業対象であつた 5つの村では、住民達はさまざまな困難を乗り越えながら自分の

家に トイレを建設 し、2019年 8月 時点で トイレの普及率がほぼ 100%と なった。

本事業は、持続性と波及性を有し、地域の自主性と主体性を養いながら、社会にさまざまな

恩恵をもたらすものであり、その有効性と実績が認められ、ЛCA草の根事業に採択され、2019

年 8月 から同地区の 10村 1,311世帯を対象に事業を進めている。

(事業の内容)

ケニアの多くの農村地域においては、トイレがないため野外

排泄をするか、屋根や壁もなく足場の不安定な穴掘 り式 トイレ

を使わざる得ない状況にある。

本プロジェク トでは、人々が安心して継続して使用できる

トイレの建設と手洗い場の設置を推進 し、野外排泄の根絶と

不衛生な環境に起因する感染症を予防することにより、貧困

を改善し、コミュニティの発展を促 している。

具体的な活動として、住民の衛生意識変革を促すワークシ

ョップの開催、適切な トイレと手洗い場の建設技術指導、貧

困家庭を対象にした所得向上のための農業技術指導を行った。

(事業の効果 )

トイレの普及率は、事業開始前には、697世帯の 60%ほ ど

であったが、事業開始後約 339世帯で トイレが建設 された結

果、2020年 2月 時点では、79%に達 し、2020年 8月 までに

は全世帯に トイレが普及するものと想定 している。また、建

設する トイレには、日本の LⅨ■が開発 したプラスチック製

の便器 (SATO Pan)の導入を推奨しているが、この便器は、

lι 以下の水で流せるよう改良が加えられており、水や下水設



備がない貧困地域では大変有効である。

(啓発活動)

また、本プロジェク トの認知度を高めるための啓発活動として、ケニアにおいて、「Glob」

Handwashng Day」 や「World Tollet Day」 の国際デーに合わせて次のとお リイベン トを開催

するとともに、前述のとお り、アラブ首長国連邦アブダビにて開催された国連ハビタット主催
「World Uttan Forum10」 において、広報を行った。このほか、在ケニア大使館での広報や

Yo戴ubeに よる動画配信なども積極的に行った。

10月 15日 の「Global Handwashing Day 2019」 (世界手

洗いの日))においては、ホーマベイ県カボンド地区の Ober

MⅨed Pnmary Sch∞1において手洗いキャンペーンを開催

し、約 90人の生徒 と 110人の住民が石鹸を使つた手洗いを

体験した。

国連により制定された 11月 19日 の「WiOnd biet Day

2019」 (世界 トイレの日)においては、SATO Panのデモン

ス トレーションやレクチャーを通 して、 トイレの重要性と活

動への参加をアピール した。多くの村人に参加してもらうた   
め、音楽やお茶の提供等で賑わいを演出し、ケニアらしい楽

しいイベン トとなった。

2020年 3月 にケニア国内においても新型コロナウィルス感染者が出たが、政府が発表した

対策措置では、「Rettlarly and thOroughly wash yOur hands with soap and wa縫 島or use

alcoho■based hand sa� t■zer」 と手洗いを推奨してお り、本プロジェク トの活動内容と合致す

るものであったため、3月 から石鹸付きの手洗いタンクの設置をさらに進めた。

● ラオスにおける植林活動による環境保全事業 (SDG8目 標 11:住み続けられるまちづくりを、

日標 15:陸の豊かさを守ろう)

① ルアンパバン県における環境保全事業

当協会は、2010年 から2011年にかけて、国連ハビタットがラオスで実施したメコン川流域

の給水 。衛生設備建設プロジェクトに協力し、ラオスのルアンパバン県において、給水及び衛

生設備を建設した。

その後、安定した水の供給を行っていくためには、源泉の保全が最重要課題であることが明

らかとなったため、当協会は、植林による環境保全事業を、2012年 4月 からルアンパバン県

において実施している。

2018年 4月 からは、ルアンパバン県内のより多くの地域で

環境保全活動が持続的に進んでいくよう、シエングエン中学

校とパクウー中学校を対象に、農業大学と協力しながら、環

境教育プログラムの開発 と環境教育授業を実施 している。

2018年度には森林保全をテーマとした環境教育プログラ

ムを開発 したが、2019年度においては、ごみ問題をテーマに、

農業大学の環境保全チームと協力 し、環境教育教材を開発す

る と ともに 、 開発 した 教材 を用 い て 、 シエ ン グエ ン 中学 校 と   

パクウー中学校において、4年生 118名 を対象に森林保全を学ぶ環境教育授業を、5年生 110

名を対象にごみ問題を学ぶ環境教育授業を実施 した。



② セニャプリー県における環境保全事業

ラオスにおいて、より広い地域の植林による環境保全を推進するため、2014年からセニャ
ブリー県においても環境保全事業を実施 している。

2019年度は、農業局と協力し、2村 20名 を対象にした株

の増殖技術指導を行 うとともに、中学校 2校で生徒 92名 、

教員 4名 を対象に、野菜の有機栽培を学ぶ環境教育授業を実

施 した。村人は、農業局の指導により、増殖技術を習得し、

65%の村人が目標である植林本数 20本を大幅に超える果樹

の植林に成功した (合計植林本数 1,046本)。 中学校では、

環境教育ワークショップのほか、指導を受けた有機野菜の一

部を市場で販売し、各学校で 150ドルの現金収入の向上が実  
現できた

● ラオスにおける子どもの生活環境改善事業 (SDG8目 標 4:質の高い教育をみんなに)

上記の植林事業では、学校と協力 してワークショップや環境保全活動を行ってきたが、一方

で、それ らの学校や周辺校では、教科書等の勉強用具が足 りず、また、寮生活を送る生徒の生

活環境に問題が多いなど、生活環境改善への支援が必要な状況が明らかとなった。このため、

基本的な教育環境を整えるため、2014年から学校の生活環境改善事業を実施 している。

① 大阪マラソンヘの参加によるファンドレイジングと当協会の活動に対する支援の輪の拡

大

これまで「Readyfor」 などのクラウドファンディングを活用して募金を行ってきたが、

2019年度は第 9回大阪マラソンの寄付先団体として採択されたため、この機会を活用し

て、効果的なファンドレイジングを行うとともに、当協会の活動への支援の輪を広げるこ

とができた。

チャリティランナーとしては、現地協力団体であるラ

オス農業大学から

を招き、当協会の と合わせて、総勢 20名 がエン

トリーし、全員が無事に完走することができた。

大阪マラソンを通じ、139名 の方々からご寄付をいた

だき、大阪マラソンのチャリティグッズの分配金と合わ

せて、約 250万円のファンドレイジングが実現し、以下

に述べる教科書プロジェク トと一 日 3食プロジェク トに  

活用することができた。

また、これを機会に、日本の支援者とラオス人との交流を図るため、日本とラオス双方

でマラソンの練習会を開催 し、互いを応援 し合 う一体感を生んだ。また、12月 1日 の大阪

マラソン当日は、大阪や東京からボランティアと協力企業である株式会社エッチ・アー

ル・ディと東洋アルミニウム株式会社の社員による応援チームが駆けつけ、ラオスから来

日した とともに、ラオスの学生たちが作った横断幕を掲げ、声援を

送った。

大阪マラソン終了後、東京で活動報告会を開催するとともに、在 日ラオス大使館に表敬

訪間を行い、 に事業の報告を行った。同公使から、今後の

ラオスにおける事業の情報共有と協力関係の構築についての要請があった。



② 教科書プロジェク ト

ルアンパバン県チョンペット地区の小学校 32校にラオス語の教科書 1,∞0冊 と 600セ

ットの文房具 (ノ ー ト、ペン)を届けた。チョンペット地区は、ラオス語を母語としない

少数民族が多く暮らし、また、義務教育期間にラオス語を十分に学ぶ機会がなかった人も

多い。そのため、チョンペット地区の教育局では、子ども

だけでなく大人に対 してもラオス語の補習授業を実施 し

ている。今回届けた教科書、文房具は小学校で使用される

他、補習授業にも活用される。

③ 一日3食プロジェクト

2017年 より支援 してきたパクセン中学校における

2019年度の一日3食プロジェクト事業は、新型コロナウ

ィルスの影響により、2019年度は実施せず、2020年度

に実 施 す る こ と とな っ た。                (ラ

● 国連ハビタットの活動を円滑にするための協力

2019年 10月 29日 、国連ハビタット福岡本部協力委員会総会が福岡市アクロス福岡で開催

され、 が出席 した。総会では、

から国連ハビタット福岡本部の活動報告が行われた。総会後の懇談会

において が、乾杯の挨拶とともに持続可能な開発 目標の達成に向けた国連ハビ

タットと日本ハビタット協会が推進 している持続可能なまちづくりを紹介した。2020年 2月

には、同委員会を通じ、国連ハビタット福岡本部に 100万円の支援を行った。

● 居住環境改善事業のための募金活動

全国の主要な空港や港において、空港ビル管理者等のご協力をいただき募金箱を設置し、国

連ハビタットや当協会の活動への支援を呼びかけている。破損が認められた羽田空港国際線タ

ーミナル設置の募金箱 1基を交換 し、関西空港の募金箱 1基を修理した。募金回収作業は、各

地の多くのハビタットフレンズの全面的なご協力により行っている。

空港設置募金箱を通じて寄せられる寄付は、当協会の大きな財源となつているが、世界規模

で感染が拡大する新型コロナウィルスの影響により、航空便欠航や利用者の減少が生じ、寄付

金の大幅な減少につながつている。

C.国内外の災害復興支援事業 (定款第 5条第 1項(Dの事業)

0 1ヒ海道地震支援

2018年 9月 、北海道で観測史上最大となる地震が発生した。地域復興を目指し、2019年 4月 よ

り、被害の大きかった厚真町において、NPO法人 eЮЮckと協力して、農業支援と子どもの居場

所づくり事業を実施した。

● 大型台風災害支援 「あったかサポー ト」

2019年 9月 と 10月 、記録的な大型台風 15号 と 19号が相

次いで日本列島を襲い、千葉県をはじめ、長野県、福島県等広

範囲にわたり甚大な被害をもたらした。このため、成田空港と

羽田空港の募金箱を台風災害支援に変更し、募金活動を行った。

千代田区社会福社会および被災地域で支援活動を行っている

ボランティアセンターを通して、被災地域の支援状況とニーズ



を調査 し、福島県いわき市の避難所に暮 らす住民及び在宅避難者に、防寒性の高い毛布 10o枚

を配布 した。配布については、一般社団法人ピースボー ト災害支援センターの協力を得た。

● 東 日本大震災被災地のコミュニティ強化事業「復興の桑プロジェクト」

―津波で疲弊 した農業とコミュニティの再生―

2012年 5月 より、東 日本大震災により疲弊した農業とコミュニティの再活性化を目指す「復

興の桑プロジェク ト」を実施 し、桑の葉を粉末加工化 した桑の葉パウダー茶「KUWACHA」 と

桑パウダーを使ったチョコレー ト「KUWA CHOCO」 を販売している。

仙台の藤崎百貨店で開催された「ショコラマルシェ」には例年どおり出店 したが、新型コロ

ナウィルスの影響により、2月 中旬以降予定していた販売イベン トが全て中止となった。この

ため、3月 上旬の時点でかなりの在庫を抱えることになったが、株式会社フアラン ドール、ナ

ッツ・ ドライフルーツ店「木能実」、ボランティア、その他多くの方々の温かいご協力により、

3月 中旬に完売 した。

―官城県内のこどもの自立を目指 して一

復興の桑プロジェク トのもう一つの目的は、宮城県内の子

ども、特に親のケアを受けられない子どもの自立支援であり、

宮城県内の子どもの支援を行っている「こどもの夢ネットワ

ーク」と協力 して実施 した。

具体的には、児童福祉施設で暮 らす高校生が KUWA
CHOCOの商品ラッピング作業等に従事し、大学生は藤崎百

貨店の催事で店頭に立ち接客販売を行つたが、これは、こど

もや若者が社会経験を積み、社会と触れ合 う良い機会ともな  
っている。2019年度は、15名 の高校生と 4名 の大学生が参加 した。

● 被災地の子ども支援

① 子ども達の自立支援事業

児童福祉法の下では、18歳 (場合によっては 20歳)ま では国からの支援を受けられる

が、れを超えると同時に支援は打ち切られ、自立までの支援が受けられない状況である。

2014年度から、復興の桑プロジェク トの KUWACHOCOの 売上金の一部で、児童福祉施

設を退所 した若者に対する相談所兼コミュニティスペースの運営を支援 している。

② 子ども達を元気づけるための事業 「ハビタットサンタ」

2011年から、クリスマスに合わせて、東 日本大震災で被災した地域の子ども達にクリス

マスプレゼントを届ける「ハビタットサンタ」を実施 している。2019年度も引き続き実施

し、南三陸町志津川保育所に遊具をプレゼン トした。

D.壺童旦⊇連堂

● ハビタットフレンズネットワーク発足会

日本ハビタット協会の活動は多くの市民ボランティアによ

って支えられている。今後さらにボランティアと密な協力に

より、世界の人々が安全で安心して暮 らせるまちづくりを推

進 していくため、2019年 6月 29日 、千代田ボランティアセ

ンターにて第 1回ハビタットフレンズネットワーク会合を開



催 した。主に空港募金箱の回収とボランティアデーに参加 くださつているボランティアの方々

21名 にお集まりいただき、意見交換を行い、ハビタットフレンズ宣言を行った。

● 組織基盤強化事業

当協会は 2001年 3月 に設立され、まもなく創立 20周年を迎えるが、これを機会に、団体の

組織基盤を強化 し、まちづくり事業のいっそう効果的な展開を図っていく必要がある。

このような観点から、パナソニック株式会社が提供している NPO/NGOの 団体基盤強化助

成金「PanasOmcサ ポー トファン ドbr SDGs」 に応募 し採択されたため、2020年 1月 から外

部専門家による組織診断を開始 したが、組織診断の結果に基づき、当協会のビジョン、ミッシ

ョン等を明確にし、中長期の計画を策定する予定である。

●認定 NPO更新

当協会は、2010年 7月 から特定非営利活動法人法第 44条第 1項の 「認定」を受けた認定

NPO法人になつている。「認定」を受けて以降、税制優遇制度の適用が可能となつたばかりで

なく、当協会の高い公益性と信頼性が公的に証明されたことにより、助成金の獲得や企業から

の寄付金の増加につながり、当協会の発展に大きく寄与している。

この「認定」は、2020年 6月 に有効期間の満了を迎えるため、2020年 3月 19日 に認定の

更新を受けるための申請手続を完了した。

● パー トタイム職員の採用

長年にわたり当協会の総務を担当していた が2019年 10月 で退職されたことに伴

い、新たに総務担当者 として、 を採用した。新たな運営体制で

事務所一同努めてまいります。

2.事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

事業名 事 業 内 容 実 施

日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費
の

金額

(千円)

国連人間居住計画

(ハ ビタット)の
活動及び防災に関

しての広報事業

(定款第 5条第 1項

(1)の 事業)

世界都市フォーラムにおける広報

(World Urban bmm10)
2月

アラブ

首長国連邦
4人 参カロ者 266人 1,723

国際会議や自主開催による広報イベ

ント等における広報
通年 全 国 9人 参加者 191人 352

国際協カイベント等における国連ハ

ビタット及び当協会の活動の広報
9月 2月 東京′横浜 5人

イベ ン ト参加者

220人
311

講演会等で国連ハ ビタット及び当協

会の活動を広報
通年 全 国 2人

講演参加者

800人
85

ハビタットや国際協力等への理解を

深めるためのワークショップ
通年 全 国 5人

学生′会社員

′一般市民

249人
265

ニュースレターの作成及び配布 通 年 事務局 5人
会員′一般市民

1,2(Ю 人
522

当協会ホームページ及び SNS等 によ

る広報活動 通年 事務局 5人
Web利用者

45,騒3ア クセス
735



開発途上国の居住
環境保全及び改善

事業

(定款第 5条第 1項

(2)の 事業)

ケニアにおける衛生環境改善による
まちづくり事業 (ЛCA受託事業)

通年 ケニア 5人 住民 1,311世 帯 7,195

ラオスにおける植林による環境保全
事業

通年 ラオス 3人 住民 20人
生徒′教員 370人

2,800

ラオスにおける子どもの生活環境改
善事業

通年 ラオス 3人
住民′生徒/教員

3,582人
700

大阪マラソンによる募金活動 4月 ～ 12月 全 国 6人
チャリテイランナー

20名 /寄付者 1∞ 名
1,135

国連ハビタットの活動を円滑に行う
ための協力事業

2月 福 岡 3人
国連ハビタット

福岡本部
1,000

居住環境改善事業のための募金活動 通年
国内空港、

店舗等
15人 各事業受益者 836

国内外の災害復興

支援事業

(定款第5条第 1項

(つの事業)

東日本大震災被災地のコミュニティ
強化事業 (復興の桑プロジェクト)

通年 官城 10人
地域住民

児童福祉施設
4,314

被災地の子ども支援 通年 災害被災地 3人
学校

児童福祉施設
267

北海道地震支援事業 4月
北海道

厚真町
2人 厚真町被災者 295

台風災害支援事業 9月 、 10月 福 島 1 災害被災者 610

前 3号の他第 4条
の活動を実施する

ために必要な事業

(定款第 5条第 1項

(4)の事業)

組織基盤強化事業 1月 ～3月 事務局 8人
日本ハピタット協会

理事′職員′関係者
330

(2)その他の事業

今年度はその他の事業は実施しておりません。



書式第 13号 (法第 28条関係)

2019年度 活動計算書

2019年 4月 1日 から 2020‐年:3月 31日 まで

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

科
曰

【 金 額

342,000
180.000 522.000

17.958.256 17.958.256

4.098.594 4.098.594

335,115
109,000

7,701,000
3.660.380 11.805.495

69
263.374 263.443

34,647,788

6.642.126
6,642,126

11,824,532
(1,143,532)
(6,998,784)
(3,682,216)

137,920
3,625,545

487,892
141,809
177,545
105,

180,

132,

40.

２

６

８

６

16,853,383

2,741,061
76,758

1.489,735
4,307,554

1,414,747
261,329
332,868
337,210

31,536
90,400
87,390
59,100
4.012

０

０

０

３

３

０

７

４

２

５

８

０

ｎ

）

５

１

４

０

1,440,

4,478,261

23 495,509

8 785 815

32,281,324

2,366,464

2,366,464

15,505,202

I 経常収益                 ~~~~
1 受取会費

正会員受取会費
賛助会員受取会費

2 受取寄附金
受取寄附金

3 受取助成金等
受取助成金

4 事業収益
広報事業
開発途上国の居住環境保全及び改善事業
開発途上国の居住環境保全及び改善事業 (受託事業)

国内外の災害復興支援事業
5 その他収益

受取利息
雑収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用

1 事業費
(1)人件費

給料手当

人件費計

(2)そ の他経費
事業費

広報事業費
開発途上国の居住環境保全・改善事業費
国内外の災害復興支援事業費

業務委託費
旅費交通費
通信運搬費
荷造運賃発送費
印刷製本費
消耗品費
什器備品費
支払手数料
雑費

その他経費計

事業費計

2 管理費
(1)人件費

給料手当
法定福利費
福利厚生費

人件費計
(2)そ の他経費

旅費交通費
出張費
通信運搬費
消耗品費
什器備品費
修繕費
活動費
会議費
水道光熱費
地代家賃
慶弔費
租税公課
交際費
支払手数料
雑費
その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額 17.871,666

※今年度はその他の事業を実施 しておりません。



書式第 15号 (法第 28条関係 )

20191「度

2020年

貸借対照表

3月  31日 現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位 :円 )

科 日 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金

普通預金

郵便振替

棚卸資産

貯蔵品

未収金

仮払金

保証金

保険料

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

無形固定資産

電話加入権

商標権

無形固定資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

預 り金

仮受金

流 動 負 債 △  ,「
「

1  口[

計負  債  合

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

94,001

9,127,884

5,441,729

809,632

89,053

1,422,790

1,563,885

240,000

25,000

18,813,974

18 933 828

1,062,162

76,440

43,414

119,854

119,854

868,312

136,850

57,000

1,062,162

15,505,202

17,871,666

2,366,464

18,933,828



書式第 16号 (法第 28条関係)

2019年度 計算書類の注記

定非営利活動法人 日本ハビタット協会
1.重要な会計方針

計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日
によっています。

2011年11月 20日 一部改正 肥0法人会計基準議会)

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別による原価法を採用しています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2.事業別損益の状況

3.使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は17,871,666円 ですが、そのうち1,615,870円 は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない下味財産は16,255,796円 です。

科 目 広報事業
開発途上国の

居住環境保全

及び改善事業

国内外の災害
復興支援事業

前3号の他第4条
の活動を実施す
るために必要な

事業

事業部門計 管理部門 合計

2,193,733

296,674

335,115

0

0

24,000

11.296,376

2.800,000

7,701,000

216,674

109,000

0

4,199,200

3,660,380

0

0

0

0

1,001,920

0

0

0

0

0

17,689,309

4,098,594

4,104.495

7,701,000

240,674

0 522,000

268,947

22,769

0

0

0

522,000

17,958,256

4,098,594

4,104,495

7,701,000

263.443

2,849,522 22,123.050 7,859,580 1,001,920 33,834,072 813,716 34,647,788

1,510,676

0

0

3.500,527

0

0

1,446.685

0

0

0

0

184,238 6.642,126

0

0

2,741,061

76,758

1,489,735

9.383,187

76,758

1,489,735

1,510,676 3,500,527 1,446.685 184,238 6,642,126 4,307,554 10,949.680

1,143.532

956,261

224,847

99,198

8.532

13,645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,308

6,768

6,998,784

2,536.921

258,337

113,7951
…… …̈…………………1

3,720

27,364

173.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26, 9161

42.592

3.682,216

132,363

4,458

138,089

35,755

9,609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,563

137,920

250

6,890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

11,824,532

3,625,545

137,920

487,892

141,809

177,545

105,125

180,268

132,186

40,561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,414,747

1,440,000

261,329

332,868

337,210

107,701

5,400

121,200

114,530

70,838

31,536

90,400

87,390

59,100

4,012

0

0

0

0

11,824,532

5,040.292

442,335

287,969

1,440,000

137,920

261.329

820,760

141,809

177,545

121,200

114′ 530

70,838

31.536

90,400

191,286

5,400

87,390

44,573

2.482,091 10,181,929 4,044,053 145,310 16.853,383 4,478,261 21,331,644

3,992,767 13.682,456 5,490,738 329,548 23,495,509 8,785,815 32,281,324

△  1,143,245 8,440,594 2,368,842 囲 猛囮 四国田田囲 △  7,972,099 2,366.464

I 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4 事業収益

5.受託事業費収益

6.そ の他収益

経常収益計

Ⅱ 経常費用

(1)人件費

給料手当

法定福利費

福利厚生費

人件費計
(2)その他経費

事業費

業務委託費

旅費交通費

出張費

通信運搬費

荷造運賃発送費

印刷製本費

消耗品費

什器備品費

修繕費

活動費

会議費

水道光熱費

地代家賃

慶弔費

租税公課

交際費

支払手数料

雑費

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額 ■■□回國 |■回ロロ棗l



内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 使途目的

JICA草の根技術協力事業

地球環境基金
(環境再生保全機構)

千代田区社会福祉協議会

N∽|ス タディ・プログラム

(外務省 )

NPO/NGOサ ポー トファンド

(Panasonic)

大阪マラソン

Ю恥子ども基金

0

0

0

0

0

0

56,559

7,701,000

2,800,000

30,000

266,674

1,001,920

2,676,572

3,675,380

7.701,000

2,800,000

30,000

266,674

242.510

1,961,831

3.590.220

0

0

0

0

759,410

714,741

141,719

ケニアの衛生環境改善事業

ラオス植林による環境保全事業

会報による広報活動

人材育成を通した組織強化

組織強化に向けた組織診断

ラオスの子どもの生活環境改善事業

被災地の子ども支援事業

合計 56,559 18,151,546 16.592,235 1,615,870

4.固定資産の増減内訳

(単位

5.役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位 :円 )

科 目
計算書類に計
上された金額

内役員及び

近親者との取
31

(活動計算書)

受取会費

受取寄付金

活動計算書計

522,000

17,958,256

39,000

61,(X)0

18,480,256 100,000

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
・必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合に基づき按分しており

ます。
。その他の事業に係る資産の状況

該当事項はありません。

6

期末帳簿価額期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額科 目

76,440

43,414

76,440

43,414

76,440

43,414

119,854119,854 ｎ

） 119,854

無形固定資産

電話加入権

商標権

合計



書式第 17号 (法第 28条関係)

2019年度

2020■三 3月
財産目録
31日 現在

特定非営利活動法人日本ハビタット協会

(単位 :円 )

科
日

］ 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

普通預金

みずほ銀行麹町支店普通預金 (新 )

みずほ銀行麹町支店普通預金 (B)

みずほ銀行定期預金

三菱UFJ銀行麹町支店普通預金

三井住友銀行麹町支店普通預金

ゆうちょ銀行 普通預金

あおぞら銀行本店普通預金

ゆうちょ銀行 福岡支部

郵便振替

郵便振替口座 (A)

郵便振替口座 (B)

郵便振替口座 (の

郵便振替口座 (D)

郵便振替口座 (E)

郵便振替日座 (F)

棚卸資産

書籍

桑の葉パウダー茶

桑チョコレー ト

マラソンTシ ャツ

貯蔵品

切手・ハガキ

金券類

その他流動資産

未収金

仮払金

保証金

保険料

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

無形固定資産

電話加入権

商標権

無形固定資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

預 り金

仮受金

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産

94,001

1,816,080

2,261

4,000,000

343,078

308,019

1,472,257

1,154,536

31,653

1,809,737

17,000

587,389

394,637

66,429

2,566,537

64,512

13,090

604,836

127,194

76,248

12,805

1,422,790

1,563,885

240,000

25,000

18,813,974

18,933,828

76,440

43,414

119,854

119,854

868,312

136,850

57,000

1,062,162

1,062,162

17.871,666



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

2019年度年間役員名簿 J世驚糖だぢF精維 幡lξttξ猶編膚g躇麗:哲
所並

特定非営利 動法人 日本ハビタット 7̂●

確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れて ください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
氏   名

前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)

1 C菱>監事
アソウ ワタル

麻生 渡

2019年

2020年

4月  1日

3月   31日
な し

2 (国登|・ 監事
ナカムラ トオ

‐
ソレ

中村 徹

3 ∈Ξ)監事
ツノダ マリ

角田 マ リ

4 〔≡)監事
タキザフ ススム

滝澤 進

5 C)・ 監事
ヤマモ ト ヒ

山本 博

6 にE)監事
アサミ マコ ト

浅見 員

7 (E)・ 監事
イ キ ツネアキ

伊木 常昭

8
/ ヽ

電フ 監 事

オオニ シ タカシ

大西 隆

9 廼憂>監事
クボタ イサオ

久保田 勇夫

10 cョ)監事
クヤマ ス ミヒロ

久 山 純 弘



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
氏    名

前事業年度内の

就任期間
報酬 を受 けた期間
(該当者のみに記入)

11 ∈垂>監事
サ トウ ショウジ

佐藤 昭

2019年

20204F

4月  1日

3月   31日
な し

12 鯉要)・
監事

タケモ ト ナォカメ

竹本 直一

13 薩曇)監事
ツガミ ケンジ

津上 賢治

14 (D・ 監事

ハシモ ト クミコ

橋本 久美子

15 循〇・監事
バン ノボル

伴 襄

16 c壁〉監事
ヒロノ リョウキチ

廣野 良吉

17
/~■ヽq彗レ 監事

タタナ ミ ケンジロウ

武濤 研二郎

18
/´｀

ヽ

踵:フ・監事

マクリ ミユキ

マクリ 美幸

19 嘔三)監事
ム タ シンイチロウ

牟 田 慎一郎

20 (D 監事

モ リヤ ノリエ

守谷 庸枝

21 理事・(日)
ツノダ '"rlL:

角 田 雅彦



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

氏    名 住 所 又 は 居 所

1 滝澤 進

2 寺嶋 恵子

3 篠原 大作

4 山本 博子

5 今井 ―彦

6 末次 憲ニ

7 山本 隆―

8 藤田 殺

9 冨成 倫子

10 伊木 常昭


